
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
抄
） 

（
昭
和
五
十
四
年
六
月
二
十
二
日
法
律
第
四
十
九
号
） 

  
 
 

第
一
章 
総
則 

（
目
的
） 

 

第
一
条  

こ
の
法
律
は
、
内
外
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
経
済
的
社
会
的

環
境
に
応
じ
た
燃
料
資
源
の
有
効
な
利
用
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
工
場
等
、
輸

送
、
建
築
物
及
び
機
械
器
具
に
つ
い
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す

る
所
要
の
措
置
そ
の
他
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
総
合
的
に
進
め
る
た

め
に
必
要
な
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
も
つ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

（
定
義
） 

 

第
二
条  

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
は
、
燃
料
並
び
に
熱
（
燃
料

を
熱
源
と
す
る
熱
に
代
え
て
使
用
さ
れ
る
熱
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を

除
く
。
以
下
同
じ
。）
及
び
電
気
（
燃
料
を
熱
源
と
す
る
熱
を
変
換
し
て
得
ら
れ

る
動
力
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
に
代
え
て
使
用
さ
れ
る
電
気
で
あ
つ
て
政

令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
を
い
う
。 

 

２ 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
燃
料
」
と
は
、
原
油
及
び
揮
発
油
、
重
油
そ
の
他
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
石
油
製
品
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
並
び
に
石
炭
及
び
コ
ー
ク

ス
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
石
炭
製
品
で
あ
つ
て
、燃
焼
そ
の
他
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。 

 

 

 
 

第
六
章 

機
械
器
具
に
係
る
措
置 

（
製
造
事
業
者
等
の
努
力
） 

 

第
七
十
七
条  

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業

を
行
う
者
（
以
下
「
製
造
事
業
者
等
」
と
い
う
。）
は
、
基
本
方
針
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
留
意
し
て
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
機
械
器
具
に
つ
き
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対
比
に
お
け
る
機
械
器
具
の
性
能
の
向
上
を
図
る
こ

と
に
よ
り
、機
械
器
具
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
） 

 

第
七
十
八
条  

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具
の
う
ち
、
自
動
車
（
前
条

に
規
定
す
る
性
能
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
そ
の
他
我
が
国
に
お
い
て
大
量
に
使
用

さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
使
用
に
際
し
相
当
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器

具
で
あ
つ
て
当
該
性
能
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政

令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
機
器
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
経
済
産

業
大
臣
（
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
。
以
下

こ
の
章
及
び
第
八
十
七
条
第
十
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
特
定
機
器
ご
と

に
、
当
該
性
能
の
向
上
に
関
し
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事

項
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２  

前
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
は
、
当
該
特
定
機
器
の

う
ち
前
条
に
規
定
す
る
性
能
が
最
も
優
れ
て
い
る
も
の
の
当
該
性
能
、当
該
特

定
機
器
に
関
す
る
技
術
開
発
の
将
来
の
見
通
し
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て

定
め
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
事
情
の
変
動
に
応
じ
て
必
要
な
改
定
を
す
る
も

の
と
す
る
。 

 
 

参考資料３ 



 

（
性
能
の
向
上
に
関
す
る
勧
告
及
び
命
令
） 

 

第
七
十
九
条  

経
済
産
業
大
臣
は
、
製
造
事
業
者
等
で
あ
つ
て
そ
の
製
造
又
は

輸
入
に
係
る
特
定
機
器
の
生
産
量
又
は
輸
入
量
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該

当
す
る
も
の
が
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
特
定
機
器
に
つ
き
、
前
条
第
一
項
に

規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
に
照
ら
し
て
第
七
十
七
条
に
規
定

す
る
性
能
の
向
上
を
相
当
程
度
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、当
該
製

造
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
目
標
を
示
し
て
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
当

該
特
定
機
器
の
当
該
性
能
の
向
上
を
図
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

２  

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
製
造
事
業
者
等
が

そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

３  

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
製
造
事
業
者
等

が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
特
定
機
器
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
著
し
く
害

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
い
て
、

当
該
製
造
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
表
示
） 

 

第
八
十
条  

経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
機
器
（
家
庭
用
品
品
質
表
示
法 

（
昭
和

三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号 

に
規
定
す
る
家
庭
用
品

で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
つ
い
て
、

特
定
機
器
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

一  

特
定
機
器
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対

比
に
お
け
る
特
定
機
器
の
性
能
と
し
て
経
済
産
業
省
令
（
自
動
車
に
あ
つ

て
は
、
経
済
産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
し
た
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
関
し
製
造
事
業
者
等
が
表
示
す
べ

き
事
項 

 

二  

表
示
の
方
法
そ
の
他
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
表
示
に
際
し
て
製
造
事

業
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事
項 

 

 

（
表
示
に
関
す
る
勧
告
及
び
命
令
） 

 

第
八
十
一
条  

経
済
産
業
大
臣
は
、
製
造
事
業
者
等
が
特
定
機
器
に
つ
い
て
前

条
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に

関
す
る
表
示
を
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
事
業
者
等
に
対
し
、

そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
特
定
機
器
に
つ
き
、
そ
の
告
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に

従
つ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
関
す
る
表
示
を
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

２  

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
製
造
事
業
者
等
が

そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

３  

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
製
造
事
業
者
等

が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
特
定
機
器
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
著
し
く
害

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
い
て
、

当
該
製
造
事
業
者
等
に
対
し
、そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

 
 
 
 

第
七
章 

雑
則 

（
一
般
消
費
者
へ
の
情
報
の
提
供
） 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%b5%96%40%88%ea%81%5a%8e%6c&REF_NAME=%89%c6%92%eb%97%70%95%69%95%69%8e%bf%95%5c%8e%a6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%b5%96%40%88%ea%81%5a%8e%6c&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=10000000000000000000000000000000000000000000000002000000000010000000010000000


 

第
八
十
六
条 

一
般
消
費
者
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
の
事
業
を
行
う
者
、

建
築
物
の
販
売
又
は
賃
貸
の
事
業
を
行
う
者
、エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械

器
具
の
小
売
の
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
そ
の
事
業
活
動
を
通
じ
て
一
般
消
費

者
が
行
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
つ
き
協
力
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
事
業
者
は
、
消
費
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
状
況
に
関
す
る
通
知
、
建
築
物

の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
及
び
建
築
物
に
設
け
る
空
気
調

和
設
備
等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
の
た
め
に
建
築
物
に
必
要
と

さ
れ
る
性
能
の
表
示
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対
比
に
お
け
る
機
械
器
具

の
性
能
の
表
示
等
一
般
消
費
者
が
行
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資

す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
報
告
及
び
立
入
検
査
） 

 

第
八
十
七
条 

（
略
） 

２
～
１
２ 

（
略
） 

１
３ 

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
の
施
行
に
必
要

な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
機
器
の
製
造
事
業

者
等
に
対
し
、
特
定
機
器
に
係
る
業
務
の
状
況
に
関
し
報
告
さ
せ
、
又
は
そ
の

職
員
に
、
特
定
機
器
の
製
造
事
業
者
等
の
事
務
所
、
工
場
又
は
倉
庫
に
立
ち
入

り
、
特
定
機
器
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

１
４
～
１
５ 

（
略
） 

 

（
経
過
措
置
の
命
令
へ
の
委
任
） 

 

第
九
十
一
条  

こ
の
法
律
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判

断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置

を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 
 

第
六
章 

罰
則 

第
九
十
五
条  

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。 

 

一 

（
略
） 

二  

第
十
六
条
第
五
項
（
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
第
三
項
（
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
一
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
四
条
第
三
項
、
第
七
十

五
条
第
四
項
、
第
七
十
六
条
の
六
第
三
項
、
第
七
十
九
条
第
三
項
又
は
第

八
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

 



 

工
業
標
準
化
法
（
抄
） 

 

（
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
法
律
第
百
八
十
五
号
）  

（
試
験
事
業
者
の
試
験
所
の
登
録
） 

第
五
十
七
条 

国
内
に
あ
る
試
験
所
に
お
い
て
製
品
試
験
の
事
業
を
行
う
者
は
、
そ

の
試
験
所
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
試
験
方
法
の
区
分
（
以
下
単
に
「
試

験
方
法
の
区
分
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

主
務
大
臣
に
申
請
し
て
、
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
。 

２ 

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
登
録
の
申
請
に
係
る
試
験
所
が
国
際
標
準
化
機
構
及
び

国
際
電
気
標
準
会
議
が
定
め
た
試
験
所
に
関
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
き

は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
登
録
は
、
試
験
事
業
者
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す

る
も
の
と
す
る
。 

一 

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号 

二 

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名 

三 

登
録
を
受
け
た
試
験
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

四 

登
録
を
受
け
た
試
験
所
に
お
い
て
行
う
試
験
方
法
の
区
分 

  


